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７名

１名

平成２１年（行．）第２

控訴人秋山博

被控訴人群馬県知事

１
１

６
外
外

証拠説明書（１）

平成２３年１１月１４日

東京高等裁判所第１１民事部御中

曇
翻
噸
趨
噂
②
鰯
②

義
和
朋

宏
健
照
陽

被控訴人両名訴訟代理人弁護士 伴

被控訴人群馬県知事指定代理人 藤城

同 天川

鰯佐藤同

同 栞原

同 山木

同 長橋

同 吉田

１



文明(＄石村同
圃
趨
個
噌
煉
燗

正
吉
晋
堅
秀
健

浅田同

諏訪同

鰯前大同

倉星野同

本木同

同 栗原

直人(重）被控訴人群馬県企業管理者指定代理人 吉田

義彦⑨

安則②

淳男層

離⑨

霞藤原同

同 角田

同 反町

同 綿貫

２
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号証 標目 作成年月 作成者 立証趣旨

乙３０８ 判決正本 写し H２１．６．３０ 水戸地方裁

判所

茨城県知事らを被告とし

て提起された八ツ場ダムに

係る公金支出差止等請求事

件において，同種事件に係

る東京地裁判決（乙３０６）

及び本件原判決と同様に，

訴え却下，請求棄却の判決

がなされた事実

乙３０９ 判決正本 写し H2２．１．２９ 千葉地方裁

判所

千葉県知事らを被告とし

て提起された八ツ場ダムに

係る公金支出差止等請求事

件において，同種事件に係

る東京地裁判決（乙３０６）

及び本件原判決と同様に，

訴え却下，請求棄却の判決

がなされた事実

乙３１０ 判決正本 写し H2２．７．１４ さいたま地

方裁判所

埼玉県知事らを被告とし

て提起された八ツ場ダムに

係る公金支出差止等請求事

件において，同種事件に係

る東京地裁判決（乙３０６）

及び本件原判決と同様に，

訴え却下，請求棄却の判決

がなされた事実

乙３１１ 判例地方自治３２２号

(抜粋）

｢八シ場ダム建設費用支

出差止等請求事件（東京

都)」

写し H２１．１２．１ 株式会社

ぎようせい

東京都知事らを被告とし

て提起された本件と同様の

八ツ場ダムに係る公金支出

差止等請求事件東京地裁判

決（乙３０６）についての

判決と解説

乙３１２ 首都圏の安全と安心のた

めに八シ場ダムは必要で

す

原本 H2２．８ 東京都・埼

玉県・千葉

県・茨城

県・栃木

県・群馬県

八シ場ダム建設事業の事

業概要，ハツ場ダムは利根

)11の治水，都市用水の安定

供給のために必要不可欠な

施設であること

乙３１３ 平成２１年度水道統計

施設・業務編

写し H2２．３．３１ (社)日本水

道協会

都道府県別水道の種類別

箇所数，現在給水人口と普

及率

乙３１４ 平成２２年度群馬県公営

企業決算書(企業局関係）

原本 H２３．９ 企業局 水道用水供給事業（水道

事業決算書）の事業概要
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乙３１５ [逐条解説］河jll法解説 写し H20.2.29 河)||法研究

会

河川法における水利権の

趣旨を解説

乙３１６ ｢県央第二水道に関する

基本協定書の全部を変更

する協定書」の一部を変

更する協定書

原本 H２３．３．９～

3.18締結

企業局

水市町

受 企業局が受水５市町と個

別に年度別協定量を締結し

た事実

乙３１７ ｢東部地域水道に関する

基本協定書の全部を変更

する協定書」の一部を変

更する協定書

原本 H２３．３．９～

３．２８締結

企業局

水市町

】 受 企業局が受水７市町と個

別に年度別協定量を締結し

た事実

乙３１８ 水道施設設計指針２０００ 写し Ｈ１２３．３１ (社）日本水

道協会

水道施設を設計する上で

の指針で，損失水量を約１

０％とする根拠

乙３１９ 平成２３年度版日本の水

資源

(国士交通省水管理・国

±保全局ＨＰより）

写し Ｈ２３．８ 国土交通省

水管理・国

士保全局

水需給，水資源開発の現

況や水資源に関わる課題を

取りまとめたもので，水資

源賦存量が減少しているこ

との根拠

乙３２０ 平成２０年度群馬の県民

経済計算

(群馬県ＨＰより）

原本 H2３．３ 群馬県 群馬県内の全産業に占め

る製造業の割合

乙３２１ 平成２１年度国民経済計

算確報（フロー編）ポイ

ント（内閣府経済社会

総合研究所国民経済計算

部ＨＰより）

写し Ｈ2２．１２．２４ 内閣府経済

社会総合研

究所国民経

済計算部

群馬県内の全産業に占め

る製造業の割合と全国平均

との比較

乙３２２ 平成２１年工業統計調査

－産業編一

(経済産業省ＨＰより）

写し H2３．４．１４ 経済産業省 群馬県の製造品出荷額等

の全国における順位

乙３２３ 群馬県ものづくり・新産

業倉l｣出基本条例

(群馬県ＨＰより）

原本 Ｈ１３．３．２７ 群馬県 群馬県のものづくりが経

済の基盤であり，強みであ

ることを定めた条例

乙３２４ 群馬県の工業一工業統計

調査結果報告書一

(群馬県ＨＰより）

原本 Ｈ２Ｌ1２．３１ 群馬県 群馬県の製造品出荷額等

でパーセンテージの高い業

種

乙３２５ 工業用水道の経営につい

て

原本 H2３，５．１８ 企業局 平成２３年度の工業用水

事業の経営状況，渋川工業

用水事業及び東毛工業用水

事業の概要を示すもの

乙３２６ 群馬県企業局史（続）

一三十周年一

原本 S６３‘１０．１ 企業局 企業局が事業開始から３

０年を経過した時点で，時
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系列で事業内容を記述した

書籍で，水道事業，工業用

水道の事業展開の経緯を示

すもの

乙３２７ 工業用水道施設設計指

針・解説２００４

写し Ｈ1６．１８ (社)日本工

業用水協会

工業用水道施設を設計す

る上での指針を解説したも

ので 損失水量を７％程度

とする根拠

乙３２８ 群馬県企業誘致推進補助

金交付要綱，及びパンフ

レット

(群馬県ＨＰより）

原本 Ｈ２０．４．１ 群馬県 群馬県が県政の施策とし

て進める企業誘致推進の補

助制度とそのＰＲ用パンフ

レット

乙３２９ 群馬県企業立地のご案内

2０１１－２０１２

原本 Ｈ2３．４ 群馬県 群馬県内への企業立地を

周知し

る冊子

， 産業団地を紹介す

乙３３０ 平成２２年（１月～１２月

期）工場立地動向調査結

果（速報）（経済産業

省ＨＰより）

写し Ｈ２３，３．２９ 経済産業省 平成２２年度における全

国の工場立地動向をまとめ

た調査結果と群馬県の位置

付け

乙３３１ 工業用水道事業届出書 写し S５０．６．２６ 群馬県知事 東毛工業用水道事業の工

業用水道事業法に基づく工

業用水道事業届出した事実

乙３３２ 工業用水道事業の届出に

ついて（東毛工業用水道）

写し S5０．７．２１ 通商産業省 東毛工業用水道事業の工

業用水道事業法に基づく届

出に対し施設基準適合通知

を受けた事実

乙３３３ 平成２１年度地盤変動調

査一級水準測量成果

(群馬県ＨＰより）

原本 H22.9 群馬県 地殻変動調査による県内

調査地点の変動量を示すデ

－タ
、

乙３３４ 地下水の水質汚濁に係る

環境基準について

(環境省ＨＰより）

写し H９．３．１３ 環境庁 地下水の水質汚濁に係る

２８項目の環境基準等

乙３３５ 水質基準に関する省令 写し Ｈ１５．５．３０ 厚生労働省 水道法第４条第２項の規

定に基づく５０項目の水質基

準

乙３３６ 平成２１年度地下水質測

定結果

(環境省ＨＰより）

写し H23.3 環境省 平成２１年度地下水質測

定結果による公表データ

乙３３７ 地下水質測定結果につい

て（平成１３年度～２０年

度）（環境省ＨＰより）

写し Ｈ１５．３～

H2２．３

環境省 平成１３～２０年度まで

の地下水質測定結果公表デ

_夕



作成号証 標目 作成年月 作成者 立証趣旨

乙３３８ 馬淵内閣府特命担当大臣

記者会見要旨平成２２年

９月２８日一内閣府

(内閣府ＨＰより）

写し H2２．９．２８ 内閣府 全国のダム事業を予断な

<検証するとした大臣の記

者会見での発言

乙３３９ 利水参画者の必要な開発

量の確認結果（案）

(国土交通省ＨＰより）

写し Ｈ2３．５．２４ 国士交通省

関東地方整

備局

第５回幹事会における配

付資料で，利水参画者の必

要な開発量が妥当なものと

結論付けられた根拠

乙３４０ ｢検討主体が行う水道用

水の必要な開発量の確認

結果について」に対する

見

写し Ｈ2３．５ 企業局 関東地方整備局に提出し

た資料県央第二水道用水供

給事業・東部地域水道供給

事業の受水市町村の水需要

等のデータ

乙３４１ 判決正本 写し H2３．３．２４ 宇都宮地方

裁判所

栃木県知事らを被告とし

て提起された公金支出差止

等請求事件（八シ場ダムほ

か）において，同種事件に

係る東京地裁判決（乙３０

６）及び本件原判決と同様

に 訴え却下，請求棄却の

判決がなされた事実


